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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第30期
第２四半期
連結累計期間

第30期
第２四半期
連結会計期間

第29期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高　　　　　　　（百万円） 42,018 21,024 75,606

経常利益　　　　　　（百万円） 3,110 1,601 4,167

四半期（当期）純利益（百万円） 1,466 761 2,740

純資産額　　　　　　（百万円） － 28,542 27,538

総資産額　　　　　　（百万円） － 124,605 115,738

１株当たり純資産額　　（円） － 1,970.26 1,897.73

１株当たり四半期（当期）純利益

金額　　　　　　　　　（円）
102.04 52.97 186.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額　　（円）
81.44 42.28 149.64

自己資本比率　　　　　（％） － 22.7 23.6

営業活動による

キャッシュ・フロー　（百万円）
△1,766 － 3,355

投資活動による

キャッシュ・フロー　（百万円）
△4,360 － △13,604

財務活動による

キャッシュ・フロー　（百万円）
14,162 － 4,590

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高　　　　（百万円）
－ 16,096 8,061

従業員数　　　　　　　（人） － 2,973 2,806

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

株式会社共立メンテナンス(E04908)

四半期報告書

 2/31



２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、次の連結子会社が解散しております。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容

(連結子会社) 　  　  　

㈱共立事業計画研究所 東京都文京区 10 全社 51.00

業務委託契約に基づ

き、当社の不動産コン

サルタントをしてい

る。

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

４【従業員の状況】

(１）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 2,973 (3,496)

（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数欄の（　）外書きは、臨時従業員の平均雇用人員であります。

(２）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 1,792 (2,423)

（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数欄の（　）外書きは、臨時従業員の平均雇用人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

寮事業 8,949

学生寮 5,141

社員寮 2,358

ドミール 855

受託寮 594

ホテル事業 7,465

ドーミーイン事業 3,073

リゾート事業 4,391

総合ビルマネジメント事業 2,991

オフィスビルマネジメント事業 1,672

レジデンスビルマネジメント事業 1,318

フーズ事業 1,388

デベロップメント事業 1,492

その他事業 1,027

消去又は全社 △2,290

合計 21,024

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．寮事業における収容定員及び契約率は次のとおりであります。

区分

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日現在）

定員数
（名）

契約数
（名）

契約率
（％）

学生寮
26,204

16,858
89.2

社員寮 6,511

ドミール 4,063 3,724 91.7

合計 30,267 27,093 89.5
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間末において、当社グループの重要な事業所である寮402棟のうち359棟、その他の事業所の

うち38棟については、建物所有者から主として契約期間10年から20年の長期賃借契約により一括賃借しております。

このうち当社グループの都合による中途解約が不可能な事業所は27棟であります。

　なお、解約不能未経過賃借料残高合計は16,912百万円であります。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　(１)業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的金融不安が発生し、急激な株価の下落及び円高

の進行など、景気の先行きはより不透明感が増してまいりました。

　このような環境下、主力事業の寮事業では大学・専門学校様との提携をより強固なものとし、契約数を伸ばした学

生寮事業と、新卒採用の活発化等によりニーズの高まりをみせた社員寮事業が堅調に推移し、また、ホテル事業では、

安定的に高稼働を実現しているドーミーイン（ビジネスホテル）事業と、本格的なリゾートシーズンを迎えたリ

ゾート事業がお客様の高い評価を得、好調に推移した結果、売上高21,024百万円となり、営業利益1,783百万円、経常利

益1,601百万円となりました。なお、四半期純利益は急激な株価の下落による投資有価証券評価損を計上し、また税金

費用の計算において「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理」の適用により、761百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　①寮事業

　寮事業では、学生市場からの強いニーズを受け開発を推進した学生寮と、採用の活発化等量的側面と、寮利用に

よる社内一体化等質的側面からニーズの高まりをみせている社員寮が、平成20年４月以降に新規オープンした19

事業所を含め堅調に稼働し、寮事業全体で９月末現在の稼働契約数は27,093名、売上高8,949百万円と安定的に推

移いたしました。営業利益は、前連結会計年度末の期間満了に伴い財務戦略的に清算したＳＰＣの影響等により

1,256百万円となりました。　

　②ホテル事業

　ホテル事業では、前連結会計年度にオープンした９事業所と、平成20年４月以降に新規オープンしたドーミーイ

ン（ビジネスホテル）５事業所（熊本・弘前・高松・苫小牧・倉敷）、リゾートホテル１事業所（函館）の計６

事業所が寄与し、売上高7,465百万円となりました。また、上記の新規オープンホテルに伴う開業準備費用等の発生

もありましたが、販路の拡大強化及びコスト管理の徹底など、１事業所毎の収益改善策が着実に功を奏してきた

結果、営業利益768百万円となりました。

③総合ビルマネジメント事業

　総合ビルマネジメント事業では、オフィス系業務とレジデンス系業務のシナジー効果の深化を推進し、コスト管

理の徹底に努めた結果、売上高2,991百万円、営業利益180百万円となりました。　

④フーズ事業　

　フーズ事業では、依然として厳しい事業環境が続くなか、引き続き変動原価管理を強化・徹底し、収益構造の見

直しに取り組んだ結果、売上高1,388百万円、営業利益10百万円となりました。

⑤デベロップメント事業

　デベロップメント事業では、不動産価格の下落及び原材料価格の高騰が続くなど、市場環境は急速に厳しい環境

へと変化いたしました。このような環境下、当第２四半期連結会計期間は分譲マンション等の企画開発等を一時

抑制し、寮及びビジネスホテルの開発体制を増強しております。その結果、売上高1,492百万円、営業利益25百万円

となりました。　
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⑥その他事業

　その他事業は、ウェルネスライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）・ライフサービス事業（通販・レン

タル販売・保険代理店事業）・広告代理店事業・賃貸不動産仲介斡旋及び管理事業・総合人材サービス事業・

融資事業であります。

　これらの事業の合計は、売上高1,027百万円、営業利益６百万円となりました。

(２)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、16,096百万円となり、第１四半期連結会計期間

末に比べ6,699百万円の増加となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は317百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益

1,314百万円、減価償却費926百万円の計上、前受金1,551百万円の減少によるものであります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1,181百万円の支出となりました。主な要因は、寮事業及びホテル事業に

おける有形固定資産の取得による1,204百万円の支出によるものであります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は7,563百万円の収入となりました。主な要因は、事業拡大に伴う設備投資

等に係る長期借入金23,000百万円の調達による収入、社債の発行による2,980百万円の収入、短期借入金15,242百万円

の返済による減少によるものであります。

(３)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(４)研究開発活動

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、30百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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第３【設備の状況】
（１）主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、新たに取得した主要な設備は以下のとおりであります。

　提出会社　

事業所名

（所在地）

事業の種類

別セグメン

トの名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数

（人）建物及び構

築物

土地

(面積㎡)
信託建物　

及び構築物　
その他 合計

その他学生寮・社員寮　

（東京都板橋区　他）
寮事業　 寮運営設備 ―

490

(984.75)
― ― 490 ―

ドーミーイン倉敷　

（岡山県倉敷市）
ホテル事業

ホテル

運営設備
48

―

(―)　
1,151 110 1,310 5

その他ホテル　

（北海道苫小牧市　他）
ホテル事業　

ホテル

運営設備
39

8

(―)
― 18 66 4

合計 ― ―　 87
498

(984.75)
1,151 129 1,866 9

（注）帳簿価額のうち「その他」には器具備品が含まれておりますが、建設仮勘定は含まれておりません。

（２）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は

ありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 29,985,700

計 29,985,700

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末　　
　　現在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 15,125,582 15,125,582
東京証券取引所

（市場第一部）
――――

計 15,125,582 15,125,582 ―――― ――――

（注）提出日現在発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。　

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

平成16年８月24日取締役会決議 

　
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,741

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 809,767

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１．２ 2,150

新株予約権の行使期間
自　平成16年10月１日

至　平成21年９月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注）１

発行価格　　        　　　　　　　 　　    2,150

資本組入額　    　　　　　　　　　         1,075

新株予約権の行使の条件

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後

本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約

権の一部につきその行使を請求することはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項

旧商法第341条ノ２第４項の定めにより、本社債の社債部分

と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできな

い。

代用払込みに関する事項

旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、本新株

予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該

本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払

込とする請求があったものとみなす。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―

新株予約権付社債の残高（百万円） 1,741

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

平成18年９月６日取締役会決議 

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―
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第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,824,858

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 3,540

新株予約権の行使期間
自　平成18年10月２日

至　平成23年９月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格

資本組入額

3,540

1,770

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項なし。

代用払込みに関する事項 
本新株予約権の行使に際しては、本社債を出資するものと

し、当該本社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  (注）３

新株予約権付社債の残高（百万円） 10,000

 （注）１．平成18年10月１日付の株式分割に伴い、株式の数、払込金額、発行価格及び資本組入額を調整しておりま

す。

　　　　２．転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社普通株

式を発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算

式において「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（但し、当社の保有する当社普通株式を除く。）の

総数をいう。

また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当ての場合を含む。）又は併合、当社普通株式の時価を下

回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行、当社による一定の財産、金銭等の当社株主への分配（配当を除く。）、その他一定の場合に

も便宜調整される。

 ３．当社が組織再編行為を行う場合、当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付

社債の所持人に対し、当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権の代わりに、下記の条件に基づく承継

会社等の株式を目的とする新株予約権（以下「承継会社等の新株予約権」という。）を交付する。

 （１）交付される承継会社等の新株予約権の数

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本

新株予約権の数と同一の数とする。

 （２）承継会社等の新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とする。
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 （３）承継会社等の新株予約権の目的である株式の数

当該組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要領を参照して決定するほか、以下

に従う。なお、転換価額は、上記（注）２と同様の調整に服する。

 ①合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権

を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承

継会社等の普通株式の数を、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権

を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等

の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産を承継会社等

の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できる

ようにする。

 ②上記①の場合を除くその他の組織再編行為（但し、当社及び承継会社等が上記①又は本②のい

ずれを利用するか選択しうる場合の合併、株式交換又は株式移転を含む。）の場合には、当該組

織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人

が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新

株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

 （４）承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

 承継会社等の新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該社債の価額は、本社

債の払込金額と同額とする。

 （５）承継会社等の新株予約権を行使することができる期間

 当該組織再編行為の効力発生日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとす

る。

 （６）承継会社等の新株予約権の行使の条件

 各新株予約権の一部は行使できないものとする。

（７）承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項

 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額

より増加する資本金の額を減じた額とする。

 （８）組織再編行為が行われた場合

 承継会社等について組織再編行為が行われた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行

う。

 （９）その他

 承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな

い。承継会社等の新株予約権は本社債と分離して譲渡することができない。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式　
総数増減数
（株）

発行済株式　
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金　
増減額　　（百
万円）

資本準備金　
残高　　　（百
万円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
― 15,125,582 ― 5,136 ― 5,942

（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　石塚　晴久 東京都葛飾区　 1,961 12.97

　㈲マイルストーン 東京都葛飾区東水元２丁目３７－１０　 1,376 9.09

　日本トラスティ・サービス

　信託銀行㈱（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－１１　 1,191 7.87

　(財)共立国際交流奨学財団 東京都千代田区外神田２丁目１８－８　 848 5.60

　日本マスタートラスト

　信託銀行㈱（信託口）
東京都港区浜松町２丁目１１－３　 655 4.33

　㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２　 330 2.18

　日本トラスティ・サービス

　信託銀行㈱（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海１丁目８－１１　 305 2.02

　㈱みずほ銀行 東京都中央区晴海１丁目８－１２　 281 1.86

　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１　 281 1.86

　日本トラスティ・サービス

　信託銀行㈱（信託口４）
東京都中央区晴海１丁目８－１１　 274 1.81

計  － 7,507 49.63

　（注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）　　　　　　　　　1,191千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）　　　　　　　　　　　　655千株

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４Ｇ）　　　　　　　　305千株

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４）　　　　　　　　　274千株　　

２．上記のほか、自己株式が758千株あります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　758,300
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　 14,219,700 142,197 ―

単元未満株式 普通株式　　　147,582 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 15,125,582 ― ―

総株主の議決権 ― 142,197 ―

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式800株（議決権８個）が含まれ

ております。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社共立メンテナンス　

東京都千代田区外神田

二丁目18番８号
758,300 －　 758,300 5.01

計 ― 758,300 　－ 758,300 5.01
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 2,080 2,185 2,160 2,045 1,954 1,925

最低（円） 1,764 1,902 1,921 1,869 1,812 1,785

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役
グループ管理本部

情報ネットワーク事業部長
竹本　泉　 平成20年９月30日

（２）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役

ホテル事業本部　　　　ホテ

ル営業推進部門担当　兼

グループ管理本部  　広

告宣伝部担当　

取締役

ホテル事業本部

ホテル営業推進部門担当

　

山田　滋
平成20年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,229 9,193

受取手形及び売掛金 2,798 2,973

販売用不動産 1,590 1,768

未成工事支出金 970 978

その他 4,120 5,100

貸倒引当金 △40 △46

流動資産合計 26,670 19,967

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 28,721

※1
 25,218

土地 23,852 22,563

その他（純額） ※1
 16,095

※1
 19,030

有形固定資産合計 68,668 66,812

無形固定資産 2,985 2,910

投資その他の資産

投資有価証券 6,493 6,879

差入保証金 7,184 6,974

敷金 6,520 6,453

その他 6,141 5,808

貸倒引当金 △114 △110

投資その他の資産合計 26,225 26,005

固定資産合計 97,880 95,728

繰延資産 55 41

資産合計 124,605 115,738
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,939 3,093

短期借入金 19,086 20,235

未払法人税等 1,384 1,035

前受金 7,554 11,972

賞与引当金 890 1,072

役員賞与引当金 101 167

完成工事補償引当金 27 24

その他 7,170 6,517

流動負債合計 38,154 44,119

固定負債

社債 15,120 14,731

長期借入金 35,368 20,773

退職給付引当金 1,128 1,058

役員退職慰労引当金 377 403

その他 5,914 7,113

固定負債合計 57,909 44,079

負債合計 96,063 88,199

純資産の部

株主資本

資本金 5,136 5,136

資本剰余金 5,943 5,943

利益剰余金 19,601 18,422

自己株式 △1,467 △1,466

株主資本合計 29,213 28,036

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △906 △770

評価・換算差額等合計 △906 △770

少数株主持分 234 272

純資産合計 28,542 27,538

負債純資産合計 124,605 115,738
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 42,018

売上原価 33,445

売上総利益 8,572

販売費及び一般管理費 ※1
 5,100

営業利益 3,472

営業外収益

受取利息 50

受取配当金 23

解約保証金収入 73

その他 51

営業外収益合計 198

営業外費用

支払利息 414

その他 146

営業外費用合計 560

経常利益 3,110

特別利益

保険解約返戻金 24

前期損益修正益 7

その他 5

特別利益合計 37

特別損失

投資有価証券評価損 201

その他 145

特別損失合計 347

税金等調整前四半期純利益 2,800

法人税等 1,336

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 1,466
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 21,024

売上原価 16,769

売上総利益 4,254

販売費及び一般管理費 ※1
 2,470

営業利益 1,783

営業外収益

受取利息 26

受取配当金 4

解約保証金収入 50

その他 5

営業外収益合計 86

営業外費用

支払利息 203

その他 63

営業外費用合計 267

経常利益 1,601

特別利益

保険解約返戻金 24

その他 3

特別利益合計 27

特別損失

投資有価証券評価損 194

その他 121

特別損失合計 315

税金等調整前四半期純利益 1,314

法人税等 598

少数株主損失（△） △45

四半期純利益 761
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,800

減価償却費 1,781

長期前払費用償却額 115

賞与引当金の増減額（△は減少） △182

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △65

受取利息及び受取配当金 △74

支払利息 414

有価証券評価損益（△は益） 201

売上債権の増減額（△は増加） 174

未収入金の増減額（△は増加） 441

たな卸資産の増減額（△は増加） 275

仕入債務の増減額（△は減少） △1,221

前受金の増減額（△は減少） △4,433

預り金の増減額（△は減少） △893

その他 243

小計 △421

利息及び配当金の受取額 70

利息の支払額 △405

法人税等の還付額 5

法人税等の支払額 △1,014

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △203

有価証券の売却による収入 219

有形固定資産の取得による支出 △3,750

貸付けによる支出 △215

貸付金の回収による収入 254

敷金及び保証金の差入による支出 △479

その他 △186

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,360
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,409

長期借入れによる収入 23,000

長期借入金の返済による支出 △3,144

リース債務の返済による支出 △1,084

社債の発行による収入 2,980

社債の償還による支出 △880

配当金の支払額 △286

少数株主への配当金の支払額 △16

少数株主への清算分配金の支払額 △16

その他 19

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,035

現金及び現金同等物の期首残高 8,061

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 16,096
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(１)連結の範囲の変更

　株式会社共立事業計画研究所は当第２四

半期連結会計期間において清算したため、

連結の範囲から除外しております。

(２)変更後の連結子会社の数

11社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(１)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として個別法による原価

法によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主と

して個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の

税金等調整前四半期純利益は24百万円減少

しております。

  なお、セグメント情報に与える影響はあ

りません。

　 (２)リース取引に関する会計基準の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに

伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。　

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を引き続き採用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありませ

ん。　　
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【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．たな卸資産の評価方法 　たな卸資産の簿価切下げに関して、収益性

の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法に

よっております。

２．繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

て、前連結会計年度末以降に経営環境等に

著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異

等の発生状況に大幅な変動がないと認めら

れるので、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会

計期間を含む連結会計年度の税金等調整前

当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税金等調整前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、13,570百万円であ

ります。

　２　偶発債務

　債務保証

　一部の賃借物件の保証金について当社、貸主及び金

融機関との間で代預託契約を結んでおります。当該

契約に基づき、金融機関は貸主に対して保証金相当

額を預託しており、当社は貸主が金融機関に対して

負う当該預託金の返還債務5,356百万円を保証して

おります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、11,916百万円であ

ります。

２　偶発債務

債務保証

　一部の賃借物件の保証金について当社、貸主及び金

融機関との間で代預託契約を結んでおります。当該

契約に基づき、金融機関は貸主に対して保証金相当

額を預託しており、当社は貸主が金融機関に対して

負う当該預託金の返還債務5,420百万円を保証して

おります。

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額　　　

　　　は次のとおりであります。

　

給料手当及び賞与 1,399百万円

賞与引当金繰入額 214
百万円

　

役員賞与引当金繰入額 101
百万円

　

退職給付引当金繰入額 49
百万円

　

役員退職慰労引当金繰入額 11
百万円

　

支払手数料 1,123
百万円

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額　　　

　　　は次のとおりであります。

　

給料手当及び賞与 663百万円

賞与引当金繰入額 131
百万円

　

役員賞与引当金繰入額 62
百万円

　

退職給付引当金繰入額 24
百万円

　

支払手数料 617
百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　

（平成20年９月30日現在）

　　現金及び預金勘定 17,229
百万円

　

　　預入期間が３ヶ月を超える

　　定期預金　
△1,133

百万円

　

　　現金及び現金同等物　 16,096
百万円

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　15,125千株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　 758千株

３．新株予約権等に関する事項

　（１）平成16年新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類　　　　　　普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　　　　　　　　　 809千株

　（２）平成18年新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類　　　　　　普通株式

　　　新株予約権の目的となる株式の数　　　　　　　　 2,824千株

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり　
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月26日

定時株主総会
普通株式 287 20 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金　

（２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間末後となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり　
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月７日

取締役会
普通株式 272 19 平成20年９月30日 平成20年12月２日 利益剰余金　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　
寮事業
（百万円）

ホテル事業
（百万円）

総合ビル
マネジメント
事業

（百万円）

フーズ事業
（百万円）

デベロップ
メント事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高          

(1）外部顧客

に対する

売上高

8,925 7,424 2,141 593 1,259 679 21,024 － 21,024

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

24 41 849 794 233 347 2,290 (2,290) －

計 8,949 7,465 2,991 1,388 1,492 1,027 23,314 (2,290) 21,024

営業利益又は

営業損失

（△）

1,256 768 180 10 25 6 2,248 (465) 1,783

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　
寮事業
（百万円）

ホテル事業
（百万円）

総合ビル
マネジメント
事業

（百万円）

フーズ事業
（百万円）

デベロップ
メント事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高          

(1）外部顧客

に対する

売上高

19,667 12,956 4,119 1,234 2,434 1,606 42,018 － 42,018

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

49 89 1,666 1,340 1,518 727 5,391 (5,391) －

計 19,716 13,045 5,785 2,574 3,952 2,334 47,409 (5,391) 42,018

営業利益又は

営業損失

（△）

3,534 338 284 26 △14 110 4,279 (807) 3,472

　（注）各事業区分に含まれる主な事業

事業区分 事業内容

寮事業 学生寮・社員寮・ドミール・受託寮の管理運営事業

ホテル事業
ドーミーイン事業（ビジネスホテル事業）

リゾート事業（リゾートホテル事業）

総合ビルマネジメント事業
オフィスビルマネジメント事業

レジデンスビルマネジメント事業

フーズ事業

外食事業

受託給食事業

ホテルレストラン等の受託運営事業

デベロップメント事業

建設・企画・設計・仲介事業

分譲マンション事業

その他開発付帯事業

その他事業

ウェルネスライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）

賃貸不動産仲介斡旋及び管理事業

ライフサービス事業（通販・レンタル販売・保険代理店事業） 

総合人材サービス事業

融資事業

広告代理店事業 

その他付帯事業
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。　
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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）　

　　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）　

　当該取引の契約額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,970.26円 １株当たり純資産額 1,897.73円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 102.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
81.44円

１株当たり四半期純利益金額 52.97円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
42.28円

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 1,466 761

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―　 ―　

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,466 761

期中平均株式数（千株） 14,367 14,367

　   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） 　― ―　

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (―)　 　(―)　

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） (―)　　 (―)　　

普通株式増加数（千株） 3,634 3,634

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

――――――

 

――――――

（重要な後発事象）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）　

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

２【その他】

平成20年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　　 272百万円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　19円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　平成20年12月２日

（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月12日

株式会社　共立メンテナンス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松本　正一郎　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉野　保則　　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 櫻井　均　　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社共立メンテ

ナンスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社共立メンテナンス及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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